
インフルエンザ予防接種助成金の請求はお済みですか

入院時食事療養標準負担額が
460円に引き上げられます

宿 泊 施 設 情 報

　以下の宿泊施設につきまして、平成 30 年２月１日より宿泊施設利用契約を締結し、新たに宿泊施設利用助成の

対象施設となりましたのでお知らせいたします。

　以下の宿泊施設につきまして、平成 30 年９月30日をもって閉館となりますのでお知らせいたします。

　以下の宿泊施設につきまして、平成 30 年４月１日から平成 30 年８月31日まで、施設の改修工事に伴い休館と

なりますのでお知らせいたします。

新規契約のお知らせ

閉館のお知らせ

休館のお知らせ

施　設　名 住　　　　所 電 話 番 号

高根沢町元気あっぷむら 栃木県塩谷郡高根沢町大字上柏崎 588 － 1 028 － 676 － 1126

施　設　名 住　　　　所 電 話 番 号

憩いの里湖西 滋賀県高島市勝野 1533 0740 － 36 － 2345

施　設　名 住　　　　所 電 話 番 号

えひめ共済会館 愛媛県松山市三番町５－ 13 －１ 089 － 945 － 6311

※入院時食事療養標準負担額は、入院中の食事代として患者が自己負担するも
のであり、組合員・被扶養者ともに同額です。高額療養費や一部負担金払戻金、
家族療養費附加金の対象にはなりませんのでご注意ください。

平成30年

4月から

　平成 29 年度インフルエンザ予防接種助成金の請

求について、平成 30 年３月 31日以降に提出された

場合、お支払することができません。

　請求がお済みでない方は、お早めに「インフルエン

ザ予防接種助成金請求書」を各所属所の共済事務

担当課に提出してください。

　なお、提出の際には、請求書に記載されている注

意事項をご覧いただき、請求書及び添付書類に不備

がないかを必ずご確認ください。

　また、「インフルエンザ予防接種助成金請求書」に

ついては、共済組合ホームページから様式をダウン

ロードできます。

平成 30 年３月診療分まで

➡
平成 30 年４月診療分から

１食につき 360 円 １食につき 460 円
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本誌に関するご意見・感
想 を FAX ま た は mail
でお寄せください。お待
ちしております。


